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      地番整理事業　令和２年５月２日より八幡浜市の一部で住所の表記が変更となります。
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    記事番号： 1-699

  

  
    公開日 2021年04月13日

  



      
      
  令和2年5月2日より八幡浜地番の一部で新大字の施行により、新住所が利用開始されます。

　市では、八幡浜市の次に地番が付く土地（八幡浜市●●番地　以下八幡浜地番）について、場所の特定がしづらく、住所を説明する際の不便な状況及び重複地番を解消するために、平成29年度より地番整理事業を実施しています。
　令和2年3月議会において、正式な住所となる大字の新設、大字の区域の変更及び小字の廃止が議決されましたので、5月2日より、八幡浜地番の一部で、新住所の利用が開始されます。

 

八幡浜地番区域図（令和2年5月2日より住所が変更となる区域）

白実線：八幡浜地番の範囲
青実線：既に住所変更を実施した範囲（平成30年１０月１日実施済）
黒点線：令和２年５月２日に住所変更を行う範囲

 [image: 202005_3.png]

　（国土地理院撮影の空中写真2013撮影） 

 

住所変更のイメージ

例えば正式住所が

 

	現在　　　　　　　　	八幡浜市１番地１
	
　　

	
↓

地番整理の実施により新大字設置

↓


	変更後　　　	
八幡浜市●●町●丁目１番地１

八幡浜市●●町１番地１

八幡浜市●●通１番地１　等




 

令和2年5月2日付けで住所の変更証明書等を送付しています。

　対象の区域内の住民世帯、会社（事務所）へは、変更証明書等を送付していますのでご確認ください。なお、変更証明書等の再発行等は下記の課で行いますので、お問い合わせください。再発行等の場合、証明手数料は無料ですが、郵送を希望する場合は、別途郵便料は自己負担となります。

 

再発行関係

住所変更証明書（様式第1号）→市民課市民係　０８９４−２２−３１１２

	
申請書(様式第５号）(ＰＤＦ)


所在証明書（様式第２号）→農林課国土調査係　０８９４−２１−０４１５

	
申請書(様式第６号）(ＰＤＦ)


 

交付関係

字名変更証明書（様式第４号）→農林課国土調査係　０８９４−２１−０４１５

	
申請書（様式第３号）(ＰＤＦ)


住民票→市民課市民係　０８９４−２２−３１１２

　住所変更の手続きを行う際に、手続き先の機関が住所変更証明書での対応ができずに住民票での手続きが必要な場合は、住民票を無料発行します。その場合は、手続き先に住民票が必要であることを確認できる資料をご準備ください。資料の準備が困難な場合は、こちらから手続き先の機関へ確認を行います。

 

住所変更等の手続きについて

　これまで、各機関に照会した手続き影響事項を掲載します。詳細な内容については、各機関へ問い合わせください。なお、令和2年5月2日に発送する変更証明書等に『新大字施行に伴う住所等の変更手続詳細版』も同封しております。

	
新大字施行に伴う住所等の変更手続詳細版(ＰＤＦ)


 

郵便番号の利用について

　今回住所の表記に設置される大字に対応する郵便番号の利用が可能です。

 

今後の事業スケジュール

　市内の国土調査が順次完了しますので、その後、住所変更の手続きを実施します。住所変更の時期については、対象の住民世帯、会社（事務所）の方へ事前に周知します。

 

住所変更時期の目安（時期は遅れる可能性があります。）

	２０２２年（令和４年）	幸町、松本町一～三丁目の一部、港町ほか
	２０２３年（令和５年）	新町一～三丁目、千代田町、本町一～二丁目ほか
	２０２４年（令和６年）	矢野町二～四丁目、松蔭町、大正町ほか
	２０２５年（令和７年）	矢野町一丁目、桧谷一～三丁目の一部、神宮前ほか




    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
産業建設部　農林課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-3117
FAX：0894-24-6180
E-Mail：norin@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043







© Yawatahama City.
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